


扶養内パートは消滅？2024年10月「年収106万円の壁」が深刻化する理由 
2024年2月13日、厚生労働省による「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用

の在り方に関する懇談会」が始まった。議論を通じて被用者保険である「社会保険の
適用」範囲を広げ、保険料を納める人を増やす方針だという。結果として、扶養から外
れ自ら社会保険に加入しなければならない、「年収106万円の壁」の該当者は増える

ことになる。そして、扶養に入る条件はますます厳しくなりそうだ。具体的にどこまで「
社会保険の適用」範囲が広がり、働く人にどのような影響があるのだろうか。 

これまでどのようにパート・アルバイトが社会保険の加入対象になってきたのか。  
 
 2016年以前は、週の労働時間および月の労働日数が正規従業員の4分の3以上あ
るパート・アルバイトが社会保険の加入対象だった。 
しかし、2016年10月から、従業員数が501人以上の会社に勤めるパート・アルバイトも
加入対象になった。※週の所定労働時間が20時間以上などいくつかの条件はある。 
 さらに2022年10月には、従業員数101人以上の会社のパート・アルバイトまで拡大し
た。そして2024年10月には、従業員数51人以上の会社にまで拡大するという。これに
よって小規模の会社、または週の労働時間が20時間未満の人や学生のパート・アル
バイトを除き、多くの会社のパート・アルバイトが社会保険の加入対象になる。  
 また、2028年中には雇用保険の適用も拡大する。厚生年金や健康保険と同様に、こ
れまでは週20時間以上の所定労働時間の人が加入対象となっていたが、今後は週10
時間以上の所定労働時間から加入対象となるという。 fintech 

 
 

{「年収の壁」の本命は「103万」よりも「106万」 役所も既定路線のようです。 


